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総

務

省
、
厚
生
労
働
省
、

○
経
済
産
業
省
、
国
土
交
通
省
、
令
第

号

環

境

省
、
防

衛

省

化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
七
年
政
令
第
四
百

十
六
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第

百
十
七
号
）
第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施

行
令
（
昭
和
四
十
九
年
政
令
第
二
百
二
号
）
附
則
第
四
項
の
規
定
を
実
施
す
る
た
め
、
化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等

の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
附
則
第
四
項
の
表
Ｐ
Ｆ
Ｏ
Ｓ
又
は
そ
の
塩
の
項
、
Ｐ
Ｆ
Ｏ
Ａ
若
し
く
は
そ
の
異
性
体
又

は
こ
れ
ら
の
塩
の
項
、
ペ
ル
フ
ル
オ
ロ
オ
ク
タ
ン
酸
関
連
物
質
の
項
又
は
Ｐ
Ｆ
Ｈ
ｘ
Ｓ
若
し
く
は
そ
の
異
性
体
又
は
こ

れ
ら
の
塩
の
項
に
規
定
す
る
消
火
器
、
消
火
器
用
消
火
薬
剤
及
び
泡
消
火
薬
剤
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
を
定
め
る
省

令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年

月

日

総
務
大
臣

名

厚
生
労
働
大
臣

名

（ 案 ）
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経
済
産
業
大
臣

名

国
土
交
通
大
臣

名

環
境
大
臣

名

防
衛
大
臣

名

化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
附
則
第
四
項
の
表
Ｐ
Ｆ
Ｏ
Ｓ
又
は
そ
の
塩
の
項

、
Ｐ
Ｆ
Ｏ
Ａ
若
し
く
は
そ
の
異
性
体
又
は
こ
れ
ら
の
塩
の
項
、
ペ
ル
フ
ル
オ
ロ
オ
ク
タ
ン
酸
関
連
物
質
の
項
又

は
Ｐ
Ｆ
Ｈ
ｘ
Ｓ
若
し
く
は
そ
の
異
性
体
又
は
こ
れ
ら
の
塩
の
項
に
規
定
す
る
消
火
器
、
消
火
器
用
消
火
薬
剤
及

び
泡
消
火
薬
剤
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
附
則
第
四
項
の
表
Ｐ
Ｆ
Ｏ
Ｓ
又
は
そ
の
塩
の
項
、
Ｐ

Ｆ
Ｏ
Ａ
若
し
く
は
そ
の
異
性
体
又
は
こ
れ
ら
の
塩
の
項
、
ペ
ル
フ
ル
オ
ロ
オ
ク
タ
ン
酸
関
連
物
質
の
項
又
は
Ｐ
Ｆ
Ｈ
ｘ

Ｓ
若
し
く
は
そ
の
異
性
体
又
は
こ
れ
ら
の
塩
の
項
に
規
定
す
る
消
火
器
、
消
火
器
用
消
火
薬
剤
及
び
泡
消
火
薬
剤
に
関

総

務

省
、
厚
生
労
働
省
、

す
る
技
術
上
の
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
二
十
二
年
経
済
産
業
省
、
国
土
交
通
省
、
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
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環

境

省
、
防

衛

省

う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
（
題
名
を
含
む
。
）
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る

改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
（
題
名
を
含
む
。
）
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に

対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
対
象
規

定
全
体
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す

る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る

も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
新
た
に
追
加
す
る
。

改

正

後

改

正

前

化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関

化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関

す
る
法
律
施
行
令
附
則
第
四
項
の
表
Ｐ
Ｆ
Ｏ

す
る
法
律
施
行
令
附
則
第
四
項
の
表
Ｐ
Ｆ
Ｏ
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Ｓ
又
は
そ
の
塩
の
項
等
に
規
定
す
る
消
火
器

Ｓ
又
は
そ
の
塩
の
項
、
Ｐ
Ｆ
Ｏ
Ａ
若
し
く
は

、
消
火
器
用
消
火
薬
剤
及
び
泡
消
火
薬
剤
に

そ
の
異
性
体
又
は
こ
れ
ら
の
塩
の
項
、
ペ
ル

関
す
る
技
術
上
の
基
準
を
定
め
る
省
令

フ
ル
オ
ロ
オ
ク
タ
ン
酸
関
連
物
質
の
項
又
は

Ｐ
Ｆ
Ｈ
ｘ
Ｓ
若
し
く
は
そ
の
異
性
体
又
は
こ

れ
ら
の
塩
の
項
に
規
定
す
る
消
火
器
、
消
火

器
用
消
火
薬
剤
及
び
泡
消
火
薬
剤
に
関
す
る

技
術
上
の
基
準
を
定
め
る
省
令

（
定
義
）

（
定
義
）

第
一
条

こ
の
省
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ

第
一
条

こ
の
省
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ

る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。

に
よ
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）
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四

汚
染
物

次
に
掲
げ
る
化
学
物
質
（
以
下
こ

四

汚
染
物

次
に
掲
げ
る
化
学
物
質
（
以
下
こ

の
号
に
お
い
て
「
Ｐ
Ｆ
Ｏ
Ｓ
等
」
と
い
う
。
）

の
号
に
お
い
て
「
Ｐ
Ｆ
Ｏ
Ｓ
等
」
と
い
う
。
）

の
い
ず
れ
か
を
含
む
廃
液
又
は
Ｐ
Ｆ
Ｏ
Ｓ
等
の

の
い
ず
れ
か
を
含
む
廃
液
又
は
Ｐ
Ｆ
Ｏ
Ｓ
等
の

い
ず
れ
か
が
付
着
し
て
い
る
布
そ
の
他
の
不
要

い
ず
れ
か
が
付
着
し
て
い
る
布
そ
の
他
の
不
要

物
を
い
う
。

物
を
い
う
。

イ
～
ニ

（
略
）

イ
～
ニ

（
略
）

ホ

ペ
ル
フ
ル
オ
ロ
（
ヘ
キ
サ
ン
―
一
―
ス
ル

（
新
設
）

ホ
ン
酸
）
関
連
物
質

附

則

こ
の
省
令
は
、
化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
施
行
の

日
（
令
和
八
年
六
月
十
七
日
）
か
ら
施
行
す
る
。


